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ー
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示

〇
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
変
更 

（
地
域
復
興
支
援
課
）　
　

一

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
二
件
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（　
　

同　
　

）　
　

一

〇 

平
成
二
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
十
四
号
（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所

支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
）
の
取
消
し 
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同　
　

）　
　

二

〇 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
縦
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農
村
振
興
課
）　
　

二

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 
（
事
業
管
理
課
）　
　

二

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
二
件
） 

（
契　

約　

課
）　
　

三

選
挙
管
理
委
員
会

〇
不
在
者
投
票
を
管
理
す
べ
き
施
設
の
指
定
等
に
つ
い
て 
三

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
度
地
籍

調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

調
査
地
域

変
更
前

魚
町
一
丁
目
等
七
単
位
区
域

変
更
後

魚
町
一
丁
目
等
八
単
位
区
域

三　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
一
六
〇
〇
〇
二
七

Ｑ
キ
ャ
ン
プ
富
谷

富
谷
市
成
田
四
丁
目
十

九

－

九

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
マ
ナ

ラ
イ
ブ

平
成
二
十
九
年

五
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
二
一
二
〇
〇
五
九
三

み
ん
な
の
家
な
ご
み

登
米
市
中
田
町
宝
江
新

井
田
字
新
姥
沼
百
九
十

一
番
地

共
同
生
活
援
助

有
限
会
社
み
ん

な
の
家

平
成
二
十
九
年

五
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号
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障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
一
六
〇
〇
〇
三
四

Crystal O
ne Care

富
谷
市
日
吉
台
二
丁
目

二
十
四

－

十　

セ
フ
ィ

ラ
大
富
百
三
号

居
宅
介
護

株
式
会
社Indi

go Stage

平
成
二
十
九
年

五
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号

　

平
成
二
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
十
四
号
（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
）

を
取
り
消
す
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
二
二
七
〇
〇
六
三
三

こ
は
く

大
和
町
も
み
じ
ヶ
丘
一

－

三
十
五

－

九

共
同
生
活
援
助

株
式
会
社
フ
ィ

リ
ア

平
成
二
十
八
年

十
二
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
五
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
中
名
生
・
下
名
生

地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）））
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

柴
田
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取

り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

株
式
会
社
マ
ル
コ
ー
幸
和

澤
田　

明
広

仙
台
市
泉
区
泉
ケ
丘
五
丁
目
五
番
三
十
号
横
田

ビ
ル
二
階

般

－

二
十
四

第
一
万
九
千
四
百
七
十
七
号

三　

処
分
の
内
容

　

１　

処
分

　
　
　

一
般
建
設
業
許
可
の
取
消
し

　

２　

取
消
範
囲

　
　
　

建
設
業
の
営
業
の
全
部

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

 　

被
処
分
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
ず
、
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
一
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
九

号
で
告
示
し
た
が
、
同
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
被
処
分
者
か
ら
申
出
が
な
か
っ
た
。

公　
　
　

告
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〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

凍
結
防
止
剤
散
布
車
（
湿
式
・
三
ｔ
級
）　

三
台

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
九
年
五
月
十
九
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
日
本
除
雪
機
製
作
所　

北
海
道
札
幌
市
手
稲
区
曙

五
条
五
丁
目
一
番
十
号

五　

落
札
金
額　

六
千
三
百
十
八
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

除
雪
ド
ー
ザ
（
十
一
ｔ
級
）　

一
台

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
九
年
五
月
十
九
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

ユ
ニ
キ
ャ
リ
ア
株
式
会
社　

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
新
小
倉

一
番
二
号

五　

落
札
金
額　

三
千
二
百
九
十
一
万
五
千
百
六
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
七
十
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

別
表
第
一
の
二
医
療
法
人
杏
林
会
介
護
老
人
保
健
施
設
リ
ハ
ビ
リ
パ
ー
ク
仙
台
東
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

介
護
老
人
保
健
施
設
葵
の
園
・
仙
台
東　
　
　
　
　
　
　

同　

市
若
林
区
荒
井
字
矢
取
東
六
二
（
一
二
Ｂ

－

七
Ｌ
）

　

別
表
第
二
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
せ
ん
だ
い
郷
六
の
杜
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
仙
台
広
瀬

 

同　

市
青
葉
区
愛
子
東
三
丁
目
一
番
二
〇
号　
　
　
　
　

　

別
表
第
二
介
護
老
人
福
祉
施
設
田
子
の
ま
ち
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
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市
宮
城
野
区
苦
竹
一
丁
目
九
番
一
号

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。


